
昭 和43 年2 月5 日

区のお知らせ

区 の お 知 ら せ第192 号( 1)

足 立 区
企画室

( 882) 1111

教育相談案内
□ 教育相談所( 千住旭町58、千四
小内) ―毎週月・水・金曜日、午
前10時～午後4時。ちえおくれ、
性格、言語、精神問題など。□ 分
室( 梅田七- 35- 1、梅島小内) ―
毎日、午後1時～4時。能力開

発。費用は無料。

人口調べ

( 昭和43年1月1日現在)

世帯　155, 657

男　　274, 556
女　　260, 828

計　　535, 384
( 前月より913人増)

三
階
建
て

一
部
四
階

大
図
書
館
を
建
設

閲
覧

定
員

四
百
九
十
名
、

蔵

書

能
力

十
七
万
冊

来
年
四
月
に
完
成
の
予
定

梅
田
七
丁
目
一
三
(
も
と
養
魚
池
あ
と
)
に
、図
書
館
と
し
て
の
機
能
を
全
部

そ
な
え
た
本
格
的
図
書
館
を
建
設
す
る
こ
と
に
な
り
、こ
の
一
月
、総
経
費

三
億
五
千
万
円
で
着
工
し
ま
し
た
。
開
館
は
来
年
四
月
の
予
定
で
す
。

建
設
規
模
は
、鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ

ー
ト
三
階
建
て
、
一
部
四
階
建
て
、
建
築

面
積
一
階
八
九
一
平
方
メ
ー
ト
ル
、

敷
地
面
積
二
六
四
六
平
方
メ
ー
ト
ル
で

全
館
に
冷
暖
房
を
完
備
し
ま
す
。

ま
ず
一
階
に
は
、児
童
(
母
親
コ
ー

ナ
ー
付
き
)
・
中
学
生
閲
覧
室
、郷
土

資
料
室
、フ
イ
ル
ム
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

室
、館
外
奉
仕
室
を
設
け
ま
す
。郷
土

資
料
室
は
、足
立
区
内
で
発
見
さ
れ
た

古
文
書
(
こ
も
ん
じ
ょ
)
や
石
器
、土

器
、民
俗
資
料
な
ど
を
展
示
し
、フ
イ

ル
ム
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
室
に
は
、フ
イ
ル

ム
一
千
本
程
度
を
納
め
、映
写
機
と
と

も
に
登
録
団
体
に
貸
し
出
し
ま
す
。

二
階
は
、集
会
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
も
使

え
る
展
示
室
と
一
般
閲
覧
室
、
新
聞

雑
誌
室
。
ま
た
、
図
書
や
資
料
に
つ
い

て
の
問
い
合
わ
せ
、
相
談
な
ど
に
答
え

る
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
ル
ー
ム
(
参
考
事
務
室

)
を
設
け
ま
す
。

三
階
は
、高
校
生
、大
学
生
用
の
閲

覧
室
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
グ
ル
ー
プ

で
研
究
す
る
人
た
ち
の
た
め
の
特
別
研

究
室
が
二
室
(
一
室
四
名
)
、映
画
会

や
レ
コ
ー
ド
コ
ン
サ
ー
ト
用
の
視
聴
覚

ホ
ー
ル
(
定
員
百
十
名
)
、ク
ラ
シ
ッ

ク
、ラ
テ
ン
、ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
ど
あ
ら

ゆ
る
種
類
の
レ
コ
ー
ド
を
納
め
、
一
人

静
か
に
聞
く
こ
と
の
で
き
る
レ
コ
ー
ド

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
室
、
二
十
五
名
ほ
ど
が

談
話
や
喫
煙
が
で
き
る
ホ
ー
ル
、
同
じ

く
二
十
五
名
収
容
の
会
議
室
二
室
な
ど

を
設
け
ま
す
。

現
在
、区
内
図
書
館
の
蔵
書
数
は
、

千
住
、梅
島
、宮
城
、新
田
の
四
図
書

館
と
三
つ
の
読
書
室
を
合
わ
せ
約
五
万

冊
で
す
が
、こ
の
図
書
館
は
、開
館
時

に
三
万
冊
、昭
和
五
十
年
ま
で
に
十
七

万
冊
に
し
、地
域
図
書
館
に
は
無
い
よ

う
な
学
術
・
専
門
図
書
も
そ
ろ
え
る
予

定
で
す
。こ
れ
が
完
成
す
る
と
、県
立
な

み
の
図
書
館
が
区
の
中
央
部
に
で
き
る

こ
と
に
な
り
、
文
化
の
向
上
に
大
い
に

役
立
つ
も
の
と
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

中央図書館( 仮称) 完成予想図

あ
な
た
は
選
挙
人
名
簿
に

登
録
さ
れ
て
い
ま
す
か

こ
と
し
は
夏
に
、参
議
院
議
員
選
挙

を
ひ
か
え
て
い
ま
す
。
選
挙
権
が
あ
っ

て
も
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
な

い
と
、
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
、

次
の
か
た
は
、
至
急
、
出
張
所
ま
た
は

選
挙
管
理
委
員
会
(
区
役
所
内
)
へ
、

印
鑑
持
参
の
う
え
、
申
し
出
て
く
だ
さ

い
。

■
新
し
く
満
二
十
歳
に
な
っ
た
か
た

(
昭
和
二
十
二
年
九
月
二
日
以
後
に
生

ま
れ
た
か
た
)
で
、
ま
だ
選
挙
人
名
簿

の
登
録
申
し
出
を
し
て
い
な
い
か
た

■
足
立
区
に
転
入
し
て
き
て
、ま
だ

名
簿
の
登
録
申
し
出
を
し
て
い
な
い
か

た■
長
く
足
立
区
に
住
ん
で
い
て
、ま

だ
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
か
た

な
お
、転
入
し
て
き
た
か
た
で
、こ

れ
か
ら
申
し
出
を
す
る
か
た
は
、前
住

地
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
発
行
す
る
「

選
挙
人
名
簿
の
異
動
に
関
す
る
文
書
」

が
必
要
で
す
。

選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、こ
の
登
録

申
し
出
に
よ
り
、三
月
一
日
現
在
で
住

所
要
件
や
年
齢
な
ど
を
調
べ
、名
簿
に

登
録
し
ま
す
。

「
話
し
合
い
」活
動
に

参
加
し
ま
し
よ
う

み
な
さ
ん
の
地
区
に
「明
る
く
正
し

い
選
挙
推
進
委
員
」が
い
ま
す
。こ
の

推
進
委
員
は
、明
る
く
正
し
い
選
挙
を

実
現
す
る
た
め
、日
ご
ろ
か
ら
身
近
か

な
問
題
を
取
り
あ
げ
て
有
権
者
と
と
も

に
話
し
合
い
、主
権
者
と
し
て
の
自
覚

や
選
挙
の
道
義
を
高
め
る
た
め
の
活
動

を
行
な
っ
て
い
ま
す
。み
な
さ
ん
も
、

こ
の
話
し
合
い
活
動
に
ぜ
ひ
参
加
し
て

く
だ
さ
い
。

綾
瀬
駅
東
側
の
区
界
を
変
更

四
月
一
日
か
ら
十
二
世
帯
が
足
立
区
に

長
年
懸
案
だ
っ
た
足
立
区
綾
瀬
一
・

二
・
三
丁
目
と
葛
飾
区
上
千
葉
町
と
の

区
界
変
更
が
こ
の
ほ
ど
決
ま
り
、四
月
一

日
か
ら
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

こ
こ
は
、一
軒
の
家
の
玄
関
が
葛
飾

区
で
裏
口
が
足
立
区
だ
っ
た
り
、隣
り

の
子
ど
も
と
通
学
区
域
が
違
っ
た
り
す

る
な
ど
、区
界
が
入
り
乱
れ
て
い
る
た

め
に
生
活
上
不
便
な
こ
と
が
多
か
っ
た

と
こ
ろ
で
す
。

こ
の
区
界
変
更
は
古
隅
田
川
と
常
磐
線

、そ
れ
に
綾
瀬
一
丁
目
の
東
側
区
道

で
区
別
し
、こ
の
三
方
の
内
側
に
あ
る

足
立
区
部
(
面
積
三
一
五
九
平
方
メ
ー

ト
ル
、三
世
帯
十
一
人
)
を
葛
飾
区
へ

移
し
、外
側
の
葛
飾
区
部
(
面
積
三
〇
一

六
四
平
方
メ
ー
ト
ル
、十
二
世
帯
四
十

七
人
)
を
足
立
区
に
編
入
す
る
も
の
。

こ
れ
に
よ
り
、
四
月
一
日
か
ら
区
の

総
面
積
は
、
五
三
・
二
五
平
方
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
に
な
り
ま
す
。

整理後の花畑土地区画整理地区

区画整理事業
◇

組合 設 立と 運 営方 法

現
在
、
足
立
区
は
五
十
三
万
有
余
の

人
口
を
も
ち
、
毎
年
二
万
人
近
く
も
増

加
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
昭
和
六
十
年

に
は
全
国
人
口
の
七
九
パ
ー
セ
ン
ト
(

現
在
四
八
パ
ー
セ
ン
ト
)
が
都
市
居
住

者
に
な
る
と
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
の
で

足
立
区
も
、今
後
さ
ら
に
市
街
地
が
拡

大
発
展
し
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
な
人
口
の
増
加
に
さ
き
が

け
て
、市
街
地
の
素
地
を
造
り
、生
活
環
境

を
整
え
て
住
み
よ
い
町
づ
く
り

を
し
ょ
う
と
す
る
の
が
土
地
区
画
整

理
事
業
で
、そ
の
重
要
性
は
、い
っ
そ

う
増
し
て
き
て
い
ま
す
。

区
画
整
理
事
業
と
は
―
そ
の
区
域
内

の
道
路
、
公
園
、
水
路
等
の
公
共
施
設

を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
個

人
の
土
地
の
利
用
増
進
を
は
か
る
事
業

で
、
土
地
と
い
う
貴
重
な
財
産
を
扱
う

た
め
、
組
合
設
立
、
運
営
、
事
業
執
行

は
民
主
的
に
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

組
合
を
設
立
す
る
に
は
、
そ
の
地
域

内
の
土
地
権
利
者
の
三
分
の
二
以
上
の

同
意
を
必
要
と
し
、
都
の
認
可
を
受
け

て
は
じ
め
て
設
立
さ
れ
ま
す
。
組
合
員

は
、
そ
の
土
地
の
権
利
者
全
員
で

、
そ

の
運
営
と
事
業
執
行
は
、
組
合
員
全
員

が
参
加
す
る
総
会
、
あ
る
い
は
代
表
者

で
構
成
さ
れ
た
総
代
会
の
議
決
を
経
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。で
す
か
ら
権
利

者
各
人
の
区
画
整
理
事
業
に
対
す
る
深

い
理
解
と
協
力
が
、こ
の
事
業
の
成
否

の
大
き
な
カ
ギ
と
な
り
ま
す
。

一
方
、土
地
の
権
利
関
係
は
、減
歩

換
地
、清
算
の
三
段
階
を
経
て
整
理
前

と
整
理
後
と
の
調
整
を
行
な
い
ま
す
。

減
歩
と
は
、公
共
用
の
土
地
分
と
し

て
土
地
所
有
者
か
ら
少
し
ず
つ
供
出
し

て
も
ら
う
こ
と
を
い
い
、換
地
と
は
、

従
前
の
土
地
に
代
る
べ
き
も
の
と
し
で

新
し
い
街
区
の
中
に
定
め
た
土
地
の
こ

と
で
、個
々
の
土
地
相
互
間
の
不
均
衡

を
避
け
る
た
め
、整
理
前
の
土
地
の
位
置

、面
積
、水
利
、利
用
状
況
な
ど
と

み
あ
う
よ
う
定
め
ら
れ
ま
す
。し
か
し

権
利
者
の
異
な
る
多
数
の
土
地
を
扱
う

た
め
、多
少
従
前
の
条
件
と
合
わ
な
い

と
こ
ろ
が
で
て
し
ま
い
ま
す
。そ
の
分

の
不
均
衡
、不
公
平
を
な
く
す
た
め
、

金
銭
の
徴
収
と
交
付
に
よ
っ
て
調
整
す

る
の
が
清
算
で
す
。

以
上
が
骨
組
み
と
な
り
、道
路
の
築
造

や
公
園
造
成
、水
路
改
修
、上
下
水

道
設
備
な
ど
が
重
な
っ
て
こ
の
事
業
が

進
め
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

東
栗
原
に
保
育
園
で
き
る

開
園
は
三
月
一
日
・
園
児
募
集
中

東
栗
原
町
二
一
五
〇
に
都
営
住
宅
が

で
き
、こ
こ
に
保
育
園
が
併
設
さ
れ
ま

し
た
。

こ
の
保
育
園
は
、区
立
東
栗
原
保
育

園
と
し
て
三
月
一
日
開
園
し
ま
す
。規
模

は
、鉄
筋
五
階
建
て
都
住
の
一
階
部

分
で
、建
築
面
積
約
三
四
〇
平
方
メ
ー

ト
ル
、敷
地
面
積
約
一
二
〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
。定
員
は
、三
歳
未
満
二
十
四

名
、三
歳
以
上
五
十
一
名
で
す
が
開
園

当
初
は
三
歳
以
上
の
み
。
現
在
園
児
を

募
集
し
て
い
ま
す
の
で
、
入
園
希
望
の

か
た
は
、
二
月
十
五
日
ま
で
に
足
立
福

祉
事
務
所
(
千
住
竜
田
町
一
〇
)
へ
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

就
学
通
知
書
を
発
送

こ
と
し
の
四
月
、小
学
校
へ
入
学
す

る
児
童
(
昭
和
三
十
六
年
四
月
二
日
～

三
十
七
年
四
月
一
日
生
ま
れ
)
に
就
学

通
知
書
を
発
送
し
ま
し
た
。こ
の
通
知

書
に
は
、知
能
検
査
と
健
康
診
断
の
会

場
、実
施
日
が
記
入
し
て
あ
り
、遅
く

と
も
二
月
二
十
日
ま
で
に
は
対
象
家
庭

に
着
く
予
定
で
す
。万
一
、通
知
書
が

こ
な
い
場
合
は
、区
教
育
委
員
会
事
務
局

学
務
課
学
事
係
(
内
線
五
七
二
)
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

七中が2年連続優勝
都中学校駅伝競走で

去
る
十
二
月
二
十
四
日
、旧
赤

坂
離
宮
で
第
二
十
回
都
中
学
校
駅

伝
競
走
大
会
が
開
か
れ
、各
区
か

ら
選
抜
推
せ
ん
さ
れ
た
二
十
五
校

が
参
加
し
、熱
戦
が
く
り
ひ
ろ
げ

ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
足
立
区
か
ら
出
場

し
た
七
中
が
、
前
年
に
引
き
続
き

二
年
連
続
優
勝
を
な
し
遂
げ
、
十

一
中
が
二
位
に
入
賞
す
る
と
い
う

高
成
績
を
納
め
ま
し
た
。

写
真
は
、優
勝
し
た
七
中
選
手

団
と
吉
田
教
育
長
(
前
列
左
)

電
話
番
号
変
更

次
の
学
校
と
出
張
所
の
電
話
番
号
が

変
わ
り
ま
し
た

。

▽
中
川
小
(
六
〇
五
-
七
七
七
七
～
八
)
　

▽
大
谷
田
小
(
六
〇
五
-
六
三
四
四
～

五
)
　
▽
蒲
原
中
(
六
〇
五
-
八
三
三
五
～
六

)
　
▽
第
十
八
出
張
所
(
六
〇
五
-

八
四
七
一
)

善
行
青
少
年
を

ご
推
せ
ん
く
だ
さ
い

青
少
年
に
明
る
い
希
望
を
与
え
力
づ

け
る
た
め
、
「よ
い
行
な
い
を
し
た
青

少
年
を
ほ
め
た
た
え
る
運
動
」を
行
な

っ
て
い
ま
す
。

こ
の
運
動
は
、(
1
)
勇
気
、親
切
を
示

し
周
囲
を
明
る
く
す
る
行
な
い
、(
2
)
公

徳
心
を
高
め
る
行
な
い
、(
3
)
自
立
心
に
富

ん
だ
行
な
い
、(
4
)
誠
実
、責
任
、努

力
が
認
め
ら
れ
る
行
な
い
な
ど
、よ

い
行
な
い
を
し
た
青
少
年
に
、そ
の
行

為
を
ほ
め
た
た
え
る
バ
ッ
チ
を
贈
る
も

の
で
す
。お
心
当
た
り
が
あ
り
ま
し
た

ら
青
少
年
対
策
地
区
委
員
ま
で
、ご
連

絡
く
だ
さ
い
。な
お
、年
齢
は
十
八
歳

未
満
で
、区
内
在
住
、ま
た
は
通
学
、

通
勤
者
に
限
り
ま
す
。

掲
示
板

女
性
講
座
に
ど
う
ぞ

女
性
の
生
き
方
、恋
愛
と
結
婚
、

職
場
と
健
康
な
ど
を
内
容
と
し
た
「働

く
若
い
女
性
の
た
め
の
講
座
」

を
開
催
し
ま
す
。講
師
は
、奈

良
林
祥
医
学
博
士
、古
沢
英
子
日

本
女
子
大
助
教
授
な
ど
九
名
。対

象
は
、区
内
在
住
ま
た
は
在
勤
の

若
い
女
性
。日
時
は
、二
月
十
九

日
～
二
十
二
日
ま
で
の
毎
日
午
後

六
時
～
八
時
。場
所
、区
役
所
七

階
大
会
議
室
。

受
講
希
望
者
は
、二
月
十
五
日

ま
で
に
、福
祉
課
福
祉
係
(
内
線

三
六
二
～
三
)
へ
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。費
用
は
無
料
で
す
。

青
年
文
化
教
室
開
設

青
年
館
で
は
、次
に
よ
り
青
年

文
化
教
室
を
開
設
し
ま
す
。友
だ

ち
を
誘
い
合
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ

い
。期

間
　
二
月
十
六
日
～
三
月
二

十
六
日

授
業
　
毎
週
火
・
金
曜
日
午
後

六
時
三
十
分
～
八
時
三
十
分

科
目
　
く
ら
し
の
法
律
、家
庭
　
電

気
、
版
画

費
用
　
無
料
。
た
だ
し
教
材
費

は
実
費
自
己
負
担

受
付
　
二
月
七
日
～
十
四
日
、

定
員
に
な
り
し
だ
い
締
め
切
り

申
し
込
み
先
　
青
年
館
(
西
新

井
一
-
四
-
一
七
、電
話
八

九
〇
-
〇
〇
六
一
)

料
理
講
習
会

東
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
は

二
月
二
十
日
午
後
一
時
三
十
分
か

ら
料
理
講
習
会
を
開
き
ま
す
。

テ
ー
マ
は
「
子
ど
も
と
お
や
つ

」
、
定
員
は
五
十
名
。
た
だ
し
定

員
に
な
り
し
だ
い
締
め
切
り
ま

す
。
お
申
し
込
み
は
、
東
部
区
民

福
祉
セ
ン
タ
ー
(
東
綾
瀬
一
-
五
-

一
七
　
電
話
六
〇
五
-
七
一
〇

一
)
へ
。

十
六
ミ
リ
講
習
会

十
六
ミ
リ
発
生
映
写
機
操
作
技

術
講
習
会
を
開
き
ま
す
。受
講
を

希
望
す
る
か
た
は
、社
会
教
育
課

文
化
係
(
内
線
五
八
二
～
三
)
へ

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

日
時
　
二
月
七
・
八
・
十
・
十

四
・
十
五
日
　
午
後
六
時
～

八
時
三
十
分

会
場
　
青
年
館

受
講
資
格
　
区
内
在
住
、在
勤

の
社
会
教
育
団
体
関
係
者

な
お
、終
了
試
験
の
合
格
者
は

区
の
フ
イ
ル
ム
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
を

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

区役所の電話882- 1111　 第二庁舎886- 3165　足立福祉事務所888- 3141　中部福祉事務所889- 1481　東部福祉事務所605- 7101



昭 和43 年2 月5 日 区 の お 知 ら せ 第192号 ( 2)

住民税の 申告と書き方
そろそろ住民 税の申告

時期が近 づい て き ま し

た。 税金は、まけること

ができませんが正しい申

告をすることによって、

余分な負担を除くことが

で きます。そこで 、今月

号は、住民 税の申告と計

算の仕方について、お知

ら せします。

課 税 され る人 は … … …

■ 43 年1 月1日現在、区内に住み、前年
中に所得があった人

■ 区内で事業を営み、または家族が区内

に住み、あなたが足立区外に住んでいる場
合

申告 が 必要 な 人は … …

■ 前年中に所得があった人

ただし、所得税の確定申告をした人や、給
与所得だけで、勤め先から区へ給与支払報

告書を出した人は除かれます。

提 出 期限 と場 所 は … …

提出期限は3月15日ですが、なるべく早

めに区役所、同第二庁舎、またはもよりの

出張所へお出しください。なお、皆さんの
利便を考え、次のとおり職員が出張受け付

けを行ないますので、ご利用ください。

■ 3月11日( 月) ～12日( 火) 午前9時～午
後4時　場所　第1～第10出張所

■ 13日( 水) ～14日( 木) 午前9～午後4時　

場所　第11～第20出張所、東綾瀬出張所

計 算 の 仕 方

( 1) 収入金額- ( a) 必要経費- ( b) 事業専従者

控除額=所得金額

( 2) 所得金額- ( c) 所得控除=課税標準額

( 3) 課税標準額× 税率=( d) 算出所得割額

( 実際に計算する場合は、後 述の算出

所得割額の出し方による)

( 4) 算出所得割額- ( e) 税額控除=差引所得

割額

( 5) 差引所得割額+均等割額( 区600円、都

100円) = 特別区民税、都民税個人分

なお、( 3) 以下、特別区民税分と都民税個

人分を、それぞれ別々に計算し、それを合

計 したものが住民税額となります。

次に、用語について簡単にご説明します。

( a) 必要経費とは……

収入を得るために必要な経費で、次のよ

うなものが含まれます。

販売した商品の原価、雇人費、減価償却

費、種苗代、肥料代、飼糧費、固定資産税

などの税金等です。したがって、生活費は

これに含まれません のでご注意くだ さい。

( b) 事業専従者控除とは……

事業所得または不動産所得があり、同一

生計の配偶者や15歳以上の親族が、あなた

の事業に6か月以上専従した場合、事業専

従者として、次の( 1) か( 2) のうち、いずれか

少ない方 の金額が収入金 額から控除 されま

す。

( 1) 8万円( 青色申告による専従者の場合

は12万円)

( 2) ( 事業所得+不動産所得) ÷ ( 事業専

従者の数+1)

( c) 所得控除には……

次の11種額があり、これに該当する場合

は所得金額から差し引くことができます。

1. 雑損控除

あなたや同一生計の親族のうち、42年中

の各種所得の合計額が13万7千500円以下

の人の資産( 家屋、家財道具、現金など)

が天災、火災、盗難などで損害を受けた場

合、控除されるもので、計算方法は次のと

お りです。

( 損害金額-保険金などでうめられた金

額) - ( 所得金額× 10/ 100) =雑損控除額

2. 医療費控除

あなたや同一生計の親族のために支払っ

た治療費または医薬費などがある場合、控

除されるものです。

医療費控除額=( 支払った医療費の総額-

保険金でうめられた金額) - ( 所得金額×

5/ 100)

ただし、控除の最高限 度額は15万円です。

3. 社会保険料控除

あなたや同一生計の家族の国民健康保

険、国民年金などの保険料を42年中に支払っ

た場合、その支払額全額が控除されます。

4. 生命保険料控除

42年中に支払った生命保険料、簡易保

険料がある場合控除される ものです。

支払った保険料が1年間で

( 1) 1万5千円までの場合……支払った保険

料の金額

( 2) 1万5千円をこえ3万円までの場合……

支払った保険料× 1/ 2+7, 500円

( 3) 3万円をこえた場合…… 22, 500円( 限度

額)

ただし、

□ 保険契約による配当金を差し引いて くだ

さい。

□ 一口9千円をこえるものは証明書を添付

してください。

□ 生存 保険で5 年末満のものは対象になり

ません。

5. 障害者控除

同一生計の家族内に心身障害者がいる場

合、1 人について5万円が控除されます。

6. 老齢者控除

明治36年1月1日以前生まれで、所得金

額が5 百万円以下 の場合5 万円が控除され

ます。

7. 寡( か) 婦控除

65歳未満の寡婦( 未亡人) で、扶養親族

または42年中の各種所得の合計額が13万7

千500円以下の同一生計の子がある場合、

5万円が控除されます。

8. 勤労学生控除

学生、生徒で、給与など勤労による所得

があり、42年中の合計所得金額が25万円以

下で、かつ不動産、配当など勤労によらな

い所得が10万円以下の場合、5万円が控除

されます。

9. 配偶者控除

配偶者の42年中の各種所得の合計額が5

万円以下の場合、8 万円が控除されます。

10. 扶養控除

同一生計の親族( 配偶者を除く) のうち

42年中の各種所得の合計額が5万円以下の

人がいる場合、控除されるものです。( 42

年中に死亡した扶養親族があるときは、そ

の人も含みます。

( 1) 配偶者控除を受けた場合…… 1人めから

4 万円

( 2) 配偶者控除をうけない場合…… 1人めは7

万円、2 人めから4 万円

11. 基礎控除… 10万円です。

なお、先般の税制調査会の答申に基づき

住民税減税の一環として一部の所得控除

額および所得制限額等が引き上げられる場

合 もあります。

( d) 算出所得割額の出し方

別掲の速算表により( 課税標準額× 税率-

速 算控除額) で計算した ものが算出所得

割額で、特別区民税分 と都民税( 個人) 分

と別々に計算します。

例　 課税標準額が50万円の場合

500, 000 円 × 4/ 100- 5, 500 円=14, 500 円

… … 特別区民税分

500, 000 円 × 2/ 100=10, 000 円… … 都民税

個人分

( e) 税額控除とは……

算出所得割の税額から控除されるもので42

年中に配当所得があった場合に受けられ

ます。

控除 額は… …

■ 特別区民税分…配当所得金額の3%

■ 都民税個人分…　　〃　　　1. 2%

ただし、課税総所得金額が1 千万円をこ

える部分 の配当所得金 額については、こ の

率のそ れぞれ半分です。

以上で住民税の申告と計算の仕方につい

ての説明はおわりますが、これ以外に証明

書類、領収証等の提出や提示、一定の所得

制限など、細かい規定がありますので、わ

からないところや詳細は、後日郵送する『

申告書の手びき』をお読みくださるか、

または課 税課職員にお尋ねください。

なお、『申告用紙』と『申告書の手びき』

は、2月12日ごろまでにみなさんのご家庭

にお送りする予定です。万一、届かなかっ

たときは、ごめんどうでも区役所課税課第

一課税係( 内線263～9) または第二庁舎

第二課税係( 886- 3165) へご連絡ください。

算出所得割額速算表

確定申告をさ れるかたへ
所得税の確定申告をされるかたは、住民

税の申告をする必要はありませんが、確定
申告書を記入する際、次の事項 にご留意く
ださい。
■ 1月1日現在の住所と氏名のフリガナ
は必ず 記入して ください。

■ 「給与所得以外の住民税の徴収方法の
選択」欄――給与所得の住民税は特別徴
収( 給料から天引き) することになって
いますが、給与所得以外の所得がある場
合、◎ その分の住民税を給与所得分とい
っしょに納入したいときは『特別徴収』
の項を、◎ 給与分とは別に直接納入した
いときは『普通徴収』の項をそれぞれ○
で囲んで ください。

■ 確定申告の際、事業専従者を有利な配

偶者控除または扶養控除の対象としたが
住民税のときは、逆に事業専従者として
申告したい場合、その人の氏名を記入し
てください。

■ その他、所得税の『申告書の書き方』
の住民税に関する事項の説明を読んでか
ら記入するよ うお願いします。
確定申告の説明会

次により確定申告書の書き方について説
明会を開きます。もよりの会場へおこしく
ださい。時間はいずれも午後1時～4時30
分まで。

2月13日―産業振興館( 千住一丁目50)
〃　14日―青年館( 西新井一丁目4- 17)
〃　15日―東部区民福祉センター( 東綾瀬

一丁目5- 17)

特
別
弔
慰
金
の
請
求

五
月
三
十
一
日
ま
で

特
別
弔
慰
金
の
請
求
受
け
付
け
が
五

月
三
十
一
日
で
打
ち
切
り
に
な
り
ま
す

の
で
、ま
だ
請
求
し
て
い
な
い
か
た
は

お
早
め
に
区
役
所
福
祉
課
援
護
係
(
内
線

三
六
五
)
へ
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

資
格
…
昭
和
四
十
年
四
月
一
日
現

在
、戦
没
者
の
遺
族
の
う
ち
、公
務
扶

助
料
ま
た
は
遺
族
年
金
な
ど
を
、
だ
れ

も
受
け
て
い
な
い
遺
族
で
次
の
条
件
に

あ
た
る
か
た

(
1
)
戦
傷
病
者
・
戦
没
者
遺
族
援
護

法
に
よ
る
弔
慰
金
を
受
け
た
遺
族

(
2
)
弔
慰
金
を
受
け
た
か
た
が
、死

亡
ま
た
は
再
婚
し
た
場
合
は
、戦
没

者
の
子
、父
母
、孫
、祖
父
母
、兄

弟
姉
妹
の
順
に
よ
る
先
順
位
者
。

国
債
の
担
保
貸
し
付
け

戦
没
者
・
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す

る
特
別
給
付
金
と
遺
族
に
対
す
る
特
別

弔
慰
金
の
国
庫
債
券
を
お
持
ち
の
か
た

に
、国
債
を
担
保
と
し
て
生
業
資
金
を

お
貸
し
し
ま
す
。
申
し
込
み
は
福
祉
課

援
護
係
へ
。

身
障
者
の
た
め
の

相
談
員
制
度
発
足

身
体
障
害
者
の
更
生
相
談
や
指
導
を

行
な
う
相
談
員
制
度
が
こ
の
ほ
ど
発
足

し
、次
の
五
名
が
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

お
困
り
の
か
た
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

<
敬
称
略
>
▽
宇
田
川
民
子
―
千
住
寿

町
九
四
　
電
話
八
八
一
-
三
二
四
一
▽

松
井
秀
雄
―
小
台
二
-
三
七
-
一
六
　

電
話
九
一
三
-
一
三
一
五
▽
松
原
次
善
―

本
木
町
二
-
一
一
七
八
　
電
話
八
八

六
-
八
六
八
〇
▽
百
目
鬼
喜
一
―
六
月
二
-

二
三
-
一
一
　
電
話
八
八
六
-
三

七
五
四
▽
沖
本
美
代
子
―
東
島
根
町
二

二
八
一
　
電
話
八
八
四
-
五
九
七
八

職
業
訓
練
生
募
集

足
立
職
業
訓
練
所
が
、綾
瀬
五
丁
目

六
に
新
築
移
転
す
る
こ
と
に
な
り
、四

月
一
日
入
所
の
訓
練
生
を
、三
月
九
日

ま
で
募
集
受
け
付
け
し
て
い
ま
す
。

募
集
科
目
は
、自
動
車
整
備
、機

械
、塗
装
、木
工
、ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ

修
理
、写
図
、経
理
事
務
。問
い
合
わ

せ
は
、足
立
職
業
訓
練
所
(
電
話
八
八

七
-
八
二
四
一
)
へ
。

パ
ー
ト
タ
イ
ム
相
談

毎
月
第
四
木
曜
日
午
後
一
時
か
ら
四

時
ま
で
、区
第
二
庁
舎
で
パ
ー
ト
タ
イ

ム
の
出
張
職
業
相
談
と
紹
介
を
行
な
っ

て
い
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。　

足
立
公
共
職
業
安
定
所

保
険
証
書
き
替
え

政
府
管
掌
健
康
保
険
の
保
険
証
を
書

き
替
え
中
で
す
。書
き
替
え
期
限
は

二
月
十
六
日
。く
わ
し
く
は
足
立
社

会
保
険
事
務
所
(
電
話
八
八
八
-
六

一
八
一
)
へ
。

■ あ なた は 、い つ も安 全 運 転を し てい ま すか ■ 2 月29 日は … 固 定資 産 税 第四 期分 の 納 期限 です


